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No.81 編集・発行／滋賀県議会

（
裏
面
に
続
き
ま
す
）

２月定例会議の概要
　滋賀県議会は、２月定例会議を２月17日から３月18日までの31日間の日程で
開きました。
　２月定例会議では、「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
案」をはじめとする議員提出議案14件と、「平成28年度滋賀県一般会計予算」
をはじめとする知事提出議案96件が上程されました。これらを審議した結果、
いずれも原案のとおり可決または同意しました。
　各委員会では、付託された各議案、請願その他所管事項について審査および
調査を行いました。特に新年度予算については、委員41人で構成する予算特別
委員会（委員長：佐野高典議員、副委員長：柴田智恵美議員）が設置され、３日
間にわたり質疑を行い、さらに分科会調査を２日間実施した上で、可決しまし
た。

●議員提案による政策条例案３件を可決
　文教・警察常任委員会において検討を進めてきた滋賀県自転車の安全で
適正な利用の促進に関する条例案が提出され、全会一致で可決しました。ま
た、地方創生特別委員会において検討を進めてきた近江の地場産業および
近江の地場産品の振興に関する条例案および近江の地酒でもてなし、その
普及を促進する条例案が提出され、全会一致または賛成多数で可決しまし
た。
　条例の概要については、裏面に記載しています。

●�北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議案および�
� 関西広域連合規約の変更に関する附帯決議案を可決
　弾道ミサイルの発射を強行した北朝鮮に対し厳重に抗議し、強く非難する
等の決議案と、関西広域連合での地方版総合戦略の策定に関し、同戦略に
基づいて行われる事務は、７分野の広域事務の範囲を逸脱することのないよ
うに求める附帯決議案を可決しました。

新
年
度
予
算

問
　

平
成
28
年
度
当
初
予
算
に

つ
い
て
、
歳
出
は
滋
賀
県
基

本
構
想
に
基
づ
き
、
基
本
計
画
の

人
口
減
少
を
見
据
え
た
豊
か
な
滋

賀
づ
く
り
総
合
戦
略
の
実
現
を
目

的
と
し
た
予
算
編
成
で
あ
り
ま
す
。

　

挑
む
予
算
と
は
ど
の
部
分
を
表

現
し
、
カ
ラ
ー
は
ど
こ
に
出
さ
れ

た
の
か
に
つ
い
て
、
考
え
方
を
伺

い
ま
す
。

答
　

人
口
減
少
社
会
の
到
来
と

い
う
未
曾
有
の
歴
史
的
課
題

に
直
面
す
る
中
、「
新
し
い
豊
か
さ

の
創
造
」
に
向
け
、
３
つ
の
こ
と

に
挑
み
、
施
策
の
構
築
を
図
っ
て

い
ま
す
。

　

１
つ
は
、「
未
来
に
向
け
て
」
挑

み
、
滋
賀
の
将
来
を
担
う
子
ど
も

や
若
い
世
代
の
未
来
を
切
り
拓
く

と
と
も
に
、
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー

社
会
の
構
築
を
目
指
す
こ
と
、
２

つ
は
、「
世
界
に
向
け
て
」
挑
み
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
中
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
契
機
と
し
た
国
際
展
開

を
促
進
す
る
な
ど
、
世
界
へ
は
ば

た
き
、
世
界
か
ら
選
ば
れ
る
滋
賀

を
目
指
す
こ
と
、
３
つ
は
、
滋
賀

な
ら
で
は
の
経
験
と
知
恵
を
活
か

し
、「
全
国
に
先
駆
け
て
」
挑
む
こ

と
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
子
育
て
世
代
の

経
済
的
負
担
の
軽
減
や
県
内
中
小

企
業
の
海
外
展
開
に
対
す
る
支
援
、

ま
た
近
江
牛
の
生
産
基
盤
強
化
に

向
け
た
キ
ャ
ト
ル
・
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
の
整
備
等
の
施
策
を
計
上
し
て

い
ま
す
。

し
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ
ン（
案
）

問
　

今
回
示
さ
れ
た
し
が
エ
ネ

ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
（
案
）
で

は
、「
原
発
に
依
存
し
な
い
」
と
い

う
こ
と
が
大
前
提
に
な
っ
て
い
ま

す
。
原
発
の
再
稼
働
は
、
安
全
性

が
確
認
さ
れ
た
段
階
で
今
後
も
続

く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
そ

の
中
で
滋
賀
県
と
し
て
原
発
か
ら

供
給
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
こ
れ

以
上
受
け
な
い
と
い
う
決
意
で
し

ょ
う
か
。
そ
の
た
め
の
具
体
的
な

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
示
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
ま
す
が
、
考
え
方

を
伺
い
ま
す
。

答
　

今
回
の
ビ
ジ
ョ
ン
（
案
）

で
は
、
様
々
な
主
体
と
協
働

し
て
県
レ
ベ
ル
で
可
能
な
取
組
を

行
い
、
東
日
本
大
震
災
前
に
依
存

し
て
き
た
原
発
由
来
の
電
力
量
相

当
分
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
今

後
の
技
術
開
発
等
の
進
展
も
視
野

に
入
れ
、
ま
た
国
に
対
し
て
エ
ネ

ル
ギ
ー
政
策
の
早
期
の
転
換
を
求

め
て
い
く
考
え
方
で
、
ロ
ー
ド
マ

ッ
プ
を
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。

　

今
後
の
電
力
小
売
全
面
自
由
化

も
含
め
、
電
力
購
入
の
選
択
肢
が

拡
が
っ
て
い
く
こ
と
な
ど
も
勘
案

し
、
施
策
を
進
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

原
ル
ー
ト
の
実
現
に
向
け
粘
り
強

く
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

原
子
力
防
災
対
策

問
　

高
浜
発
電
所
に
係
る
原
子

力
安
全
協
定
が
滋
賀
県
と
原

子
力
事
業
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ

ま
し
た
。

　

今
回
の
安
全
協
定
が
決
し
て

「
再
稼
働
の
容
認
で
は
な
い
」、「
高

浜
原
発
の
再
稼
働
へ
の
条
件
づ
け

を
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う

こ
と
、
ま
た
な
ぜ
こ
の
タ
イ
ミ
ン

グ
で
の
協
定
締
結
だ
っ
た
の
か
を
、

き
ち
ん
と
県
民
に
説
明
し
、
今
後
、

原
子
力
安
全
協
定
の
内
容
充
実
を

具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け

て
い
く
の
か
に
つ
い
て
、
考
え
方

を
伺
い
ま
す
。

答
　

今
回
締
結
し
た
安
全
協
定

は
、
稼
働
、
非
稼
働
に
関
わ

ら
ず
現
に
存
在
す
る
原
子
力
施
設

の
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
り
、
再
稼
働
の
容
認
に
つ

な
が
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

締
結
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
こ

の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
な
る
ま
で
ぎ
り

ぎ
り
の
協
議
を
続
け
て
き
た
結
果

で
あ
り
、
高
浜
再
稼
働
へ
の
条
件

付
け
を
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

今
回
の
協
定
は
出
発
点
と
し
て

締
結
し
た
も
の
で
あ
り
、
事
業
者

と
は
内
容
の
充
実
に
向
け
、
引
き

続
き
粘
り
強
く
交
渉
を
続
け
て
い

き
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
経
緯
や
事
業
者
と

自
治
体
と
の
関
係
に
左
右
さ
れ
る

任
意
の
協
定
で
は
な
く
、
法
令
に

よ
る
ル
ー
ル
化
を
国
に
対
し
て
申

し
入
れ
て
い
き
ま
す
。

北
陸
新
幹
線

問
　

北
陸
新
幹
線
敦
賀
以
西
ル

ー
ト
が
与
党
検
討
委
員
会
に

お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
米

原
は
北
陸
と
関
西
圏
、
中
京
圏
を

つ
な
ぐ
結
節
点
で
あ
り
、
東
京
―

名
古
屋
間
の
リ
ニ
ア
開
通
が
先
行

さ
れ
る
中
、
中
京
圏
と
の
つ
な
が

り
で
強
化
さ
れ
る
べ
き
ル
ー
ト
で

あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

与
党
で
の
ル
ー
ト
検
討
が
進
む

中
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
か
ら
北
陸
本
線

や
湖
西
線
が
並
行
在
来
線
と
し
て

経
営
分
離
さ
れ
た
場
合
、
ど
れ
ほ

ど
の
影
響
が
出
る
の
か
、
早
急
に

調
査
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

　

今
後
、
北
陸
新
幹
線
敦
賀
以
西

ル
ー
ト
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に

取
り
組
ん
で
い
く
の
か
、
考
え
方

を
伺
い
ま
す
。

答
　

米
原
ル
ー
ト
を
進
め
る
に

は
、
中
京
圏
へ
の
ア
ク
セ
ス

の
利
便
性
と
ダ
イ
ヤ
の
過
密
性
な

ど
の
技
術
的
課
題
を
ど
う
評
価
す

る
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
ま
す
。

　

国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
う

観
点
か
ら
、
コ
ス
ト
と
メ
リ
ッ
ト

の
比
較
考
量
な
ど
、
利
用
者
便
益

と
経
済
的
合
理
性
が
個
別
の
事
情

や
技
術
的
課
題
よ
り
も
優
先
さ
れ

る
べ
き
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

　

並
行
在
来
線
に
つ
い
て
、
本
県

は
北
陸
本
線
と
湖
西
線
が
Ｊ
Ｒ
か

ら
経
営
分
離
さ
れ
る
こ
と
は
認
め

ら
れ
な
い
と
主
張
し
、
過
去
の
新

幹
線
整
備
事
例
の
分
析
や
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
等
を
県
独
自
に
調
査

す
べ
く
平
成
28
年
度
予
算
案
に
計

上
し
て
い
ま
す
。

　

引
き
続
き
課
題
を
克
服
し
、
米

２
月
定
例
会
議
に
お
け
る

　
　
　
　  

質
疑
・
質
問
か
ら

２
月
定
例
会
議
に
お
け
る

　
　
　
　  

質
疑
・
質
問
か
ら
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こ
の
印
刷
物
は
古
紙
パ
ル
プ
を
配
合
し
て
い
ま
す

滋賀県議会では、県民の皆さんに議会活動への理解を一層深めていただくため、分かりやすい広報紙づくりに努めています。御意見などを下記までお寄せください。
あて先　〒 520-8577��大津市京町4－1－1　滋賀県議会事務局　政策調査課　TEL�077-528-4094　FAX�077-528-4940　Ｅメール�gikai@pref.shiga.lg.jp

この広報紙は 502,500 部作成し、県内に新聞折込で配布しています。経費（印刷、折込、職員の人件費）は１部当たり6円です。

２月定例会議で審議した主な議案 ２月定例会議で採択した請願
議案番号 件　　　　　　　　　　名 結�果

（議員提出）
会第１号 滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例案 可 決
会第２号 近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する条例案 可 決
会第３号 近江の地酒でもてなし、その普及を促進する条例案 可 決
会第４号 滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準

を定める条例および滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者
ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案

可 決

会第５号 滋賀県議会会議規則の一部を改正する規則案 可 決
会第６号 滋賀県議会委員会条例の一部を改正する条例案 可 決
（知事提出）
議第1号～
議第17号

平成28年度滋賀県一般会計予算　ほか16件 可 決

議第18号～
　議第52号

滋賀県教育委員会の職務権限に属する事務の管理および執行の特例に
関する条例案　ほか34件

可 決

議第53号～
　議第62号

契約の締結につき議決を求めることについて（余呉川総合流域防災事業
賤ヶ岳橋架替および木之本長浜線改良事業国道8号取付工事）　ほか９件

可 決

議第63号 平成27年度滋賀県一般会計補正予算（第４号） 可 決
議第64号～
　議第65号

滋賀県子育て支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例案　
ほか１件

可 決

議第66号～
　議第67号

損害賠償請求事件の和解および損害賠償の額を定めることにつき議決
を求めることについて　ほか１件

可 決

議第68号～
　議第83号

平成27年度滋賀県一般会計補正予算（第５号）　ほか15件 可 決

議第84号～
　議第85号

滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならび
に運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例案　ほか１件

可 決

議第86号～
　議第88号

県の行う建設事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を
定めることにつき議決を求めることについて　ほか２件

可 決

議第89号 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案 可 決
議第90号～
　議第92号

平成27年度滋賀県一般会計補正予算（第６号）　ほか２件 可 決

議第93号～
　議第96号

滋賀県教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて　
ほか３件

同 意

２月定例会議で審議した決議・意見書
番　　号 件　　　　　　　　　　名 結果

決議第１号 北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議案 可 決
決議第２号 議第61号関西広域連合規約の変更につき議決を求めることについてに

対する附帯決議案
可 決

意見書第１号 性犯罪等の被害者の支援に関する措置等を求める意見書案 可 決
意見書第２号 軽減税率の円滑な導入に向け事業者支援の強化などを求める意見書案 可 決
意見書第３号 青少年健全育成基本法の制定を求める意見書案 可 決
意見書第４号 ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定に関する意見書案 可 決
意見書第５号 子育て支援の拡充を求める意見書案 可 決
意見書第６号 児童虐待防止対策の強化を求める意見書案 可 決

◦青少年健全育成基本法の制定を求める意見書提出について
◦ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書の提出を求めることについて

議 会 か ら の お 知 ら せ

●滋賀県議会ホームページ、Twitter（ツイッター）
　議会ホームページでは、本会議や委員会の開催情報、議会の仕組み、議員
の紹介、会議録など、県議会の最新の情報を随時掲載しています。
　また、インターネット中継では、本会議の開始から終了までの模様をライ
ブと録画でそのまま中継しています。一部の内容を除き、スマートフォン、
タブレット等でも御覧いただけます
滋賀県議会ホームページ　http://www.shigaken-gikai.jp/

　議会の開催情報は、Twitter（ツイッター）でも発信しています。
滋賀県議会ツイッター　（アカウント名　@shigakengikai）

●傍聴の御案内
　本会議や委員会はいつでも傍聴することができます。ただし、傍聴席には
限りがありますので、団体で傍聴される場合は、あらかじめ御連絡くださ
い。また、車椅子用の傍聴スペースは２席分あります。詳細についてはお問
い合わせください。

琵
琶
湖
の
保
全
再
生

問
　

琵
琶
湖
再
生
法
の
目
的
は

「
国
民
的
資
産
で
あ
る
琵
琶
湖

の
保
全
及
び
再
生
を
図
り
、
も
っ

て
近
畿
圏
に
お
け
る
住
民
の
健
康

な
生
活
環
境
の
保
持
と
健
全
な
発

展
に
寄
与
し
、
あ
わ
せ
て
湖
沼
が

も
た
ら
す
恵
沢
を
将
来
に
わ
た
っ

て
享
受
で
き
る
自
然
と
共
生
す
る

社
会
の
実
現
に
資
す
る
」
と
し
て

お
り
、
琵
琶
湖
総
合
開
発
特
別
措

置
法
の
目
的
で
も
「
近
畿
圏
の
健

全
な
発
展
に
寄
与
す
る
」
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
当
然
、
水
質
保
全

は
下
流
域
の
安
全
な
飲
料
水
を
維

持
確
保
す
る
た
め
で
も
あ
り
、
琵

琶
湖
総
合
開
発
の
時
の
よ
う
に
、

下
流
府
県
に
何
ら
か
の
理
解
と
協

力
を
求
め
る
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、

考
え
方
を
伺
い
ま
す
。

答
　

こ
れ
ま
で
か
ら
水
質
や
生

態
系
な
ど
琵
琶
湖
の
環
境
を

保
全
す
る
た
め
、
国
や
下
流
府
県

な
ど
様
々
な
方
々
と
の
連
携
、
協

働
に
よ
り
取
組
を
進
め
て
き
ま
し

た
。

　

今
回
の
法
律
で
も
、
関
係
者
の

協
力
や
多
様
な
主
体
と
の
協
働
が

規
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
施
策
の

推
進
に
関
し
協
議
す
る
場
と
し
て
、

琵
琶
湖
保
全
再
生
推
進
協
議
会
を

組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

県
民
負
担
の
軽
減
の
た
め
に
も
、

国
の
支
援
と
と
も
に
、
上
下
流
の

協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。
法
律
制
定
を
契
機
と
し
て
、

上
下
流
全
て
の
人
々
に
琵
琶
湖
の

重
要
性
を
改
め
て
理
解
い
た
だ
く

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
下
流
府
県

な
ど
多
様
な
主
体
と
連
携
し
、
琵

琶
湖
の
保
全
再
生
を
進
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

農
林
水
産
業

問
　

国
で
は
２
０
１
１
年
３
月

に
い
わ
ゆ
る
６
次
産
業
化
法

が
施
行
さ
れ
、
今
年
で
５
年
目
を

迎
え
ま
す
。
６
次
産
業
化
を
進
め

る
に
当
た
っ
て
は
、
商
品
管
理
、

製
造
販
売
の
人
材
確
保
、
資
金
調

達
な
ど
具
体
的
な
事
業
計
画
の
下

に
様
々
な
団
体
間
の
連
携
も
必
要

と
な
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
も
踏
ま
え
て
、

本
県
に
お
け
る
６
次
産
業
化
へ
向

け
た
今
後
の
取
組
に
つ
い
て
、
考

え
方
を
伺
い
ま
す
。

答
　

６
次
産
業
化
の
推
進
に
は
、

商
品
管
理
、
製
造
販
売
の
人

材
確
保
、
資
金
調
達
が
課
題
と
認

識
し
て
い
ま
す
。

　

課
題
解
決
の
た
め
、
商
品
管
理

や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
な
ど
農
業
者

等
の
取
組
に
対
し
ア
ド
バ
イ
ス
を

行
う
専
門
家
を
増
員
す
る
と
と
も

に
、
加
工
等
に
必
要
な
施
設
、
機

械
の
整
備
に
国
の
支
援
制
度
の
積

極
的
な
活
用
を
進
め
ま
す
。

　

ま
た
、
６
次
産
業
化
に
取
り
組

む
農
業
者
等
の
計
画
が
速
や
か
に

達
成
さ
れ
る
よ
う
多
様
な
業
種
と

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
を
展
開
し

て
お
り
、
金
融
機
関
と
大
学
を
加

え
、
資
金
調
達
を
含
む
一
連
の
経

営
活
動
を
強
化
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
農
業
者
等
の
発
掘
が

必
要
な
こ
と
か
ら
、
相
談
活
動
を

一
層
強
化
す
る
と
と
も
に
、
先
進

的
な
農
業
者
が
取
り
組
む
加
工
技

術
や
直
売
の
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
を
直

接
学
ぶ
た
め
の
研
修
会
等
を
開
催

し
ま
す
。

産
業
振
興

問
　

本
県
が
地
域
経
済
の
好
循

環
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に

は
、
国
の
掲
げ
る
地
方
創
生
の
政

策
の
下
、
今
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
経
済
政
策
を
着
実
に
実
施
す

る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。

　

来
年
度
、
ど
の
よ
う
な
方
針
で

中
小
企
業
振
興
施
策
に
取
り
組
も

う
と
し
て
い
る
の
か
、
特
に
ど
の

よ
う
な
施
策
に
重
点
を
置
い
て
い

る
の
か
、
考
え
方
を
伺
い
ま
す
。

答
　

人
口
減
少
を
見
据
え
た
豊

か
な
滋
賀
づ
く
り
総
合
戦
略

の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

中
小
企
業
の
皆
さ
ん
が
い
き
い
き

と
活
躍
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

国
や
市
町
、経
済
団
体
、金
融
機
関
、

大
学
な
ど
の
関
係
機
関
が
し
っ
か

り
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
効
果

的
、
効
率
的
な
施
策
を
展
開
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
次
の
３
点
を
重

点
施
策
と
し
て
取
り
組
み
ま
す
。

１
点
目
は
小
規
模
企
業
者
へ
の
支

援
、
２
点
目
は
地
域
の
特
性
を
活

か
し
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
、

３
点
目
は
人
材
の
確
保
お
よ
び
育

成
で
す
。

　

今
後
と
も
、
中
小
企
業
の
皆
様

の
も
と
に
出
向
い
て
、
皆
様
の
声

を
し
っ
か
り
と
把
握
し
、
共
に
汗

を
か
き
な
が
ら
、
中
小
企
業
活
性

化
施
策
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

２月定例会議で可決した主な議員提案条例の概要
●滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
　自転車が関係する交通事故の防止を図り、県民が安心して暮らすことので
きる地域社会の実現に寄与することを目的とし、県の責務や県民、事業者、交
通安全団体等の役割、自転車交通安全教育、自転車損害賠償保険等への加入等
を定めています。

●近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する条例
　これまで培われた優れた技術および技能を活用して、近江の地場産業およ
び近江の地場産品が時代の変化に適合していくための新たな取組の積極的な
推進を図ることにより地域経済および地域社会の発展に寄与することを目的
とし、県の責務や県民、事業者等の役割、基本指針の策定、県が講じる基本的な
施策等を定めています。

●近江の地酒でもてなし、その普及を促進する条例
　近江の地酒の価値を再認識するとともに、発酵食品に代表される本県の食
文化の歴史等に対する理解を深めつつ、近江の地酒を積極的に使用してもて
なし、その普及の促進を図ることにより豊かで潤いのある県民生活の形成に
寄与することを目的とし、県や事業者の役割、県民等の協力等を定めています。


